
 

 

事務連絡（代理人許可申請書についてのご説明） 

 

調停期日には当事者本人が出席することが原則ですが，どうしても出席できない

事情があり，かつ弁護士以外の者を代理人とする場合には，裁判所の許可を得れば，

共同相続人等を代理人とすることができます（これを「許可代理人」といいま

す。）。 

 もし，あなたが本調停については許可代理人に一任したいというご意向でしたら，

同封の「代理人許可申請書」に必要事項を記入し，下記担当書記官宛にご提出くだ

さい。この申請は大切な手続ですので，真意を確認するため，代理人許可申請書に

はあなたご本人のご署名及び実印を押印のうえ，印鑑証明書（原本）の添付が必要

です。 

なお，申請には手数料５００円（収入印紙）が必要です（収入印紙に過不足がな 

いように注意してください。）。代理人許可申請書に収入印紙を貼り，消印はしな

いでください。 

 記入方法等にご不明な点がありましたら，担当書記官までお問い合わせください。 

                                  以上 
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大阪家庭裁判所家事第３部遺産分割係 

 


